
税知識の普及を目的とする事業（公益目的事業） 

 
 

令和８年３月２日 

会社役員及び 

経理担当者 の皆様 
（公社）名古屋北法人会 

 

法人の決算と申告説明会のご案内 

 

4月、5月、6月期決算法人を対象に「決算と申告説明会」を以下により開催します。 

最近の重要な改正事項のほか、決算と申告に当たっての留意点などについて、名古屋北税

務署の法人課税部門担当官から説明をいただきます。 

ご多用とは存じますが、ぜひご出席くださいますよう、ご案内申し上げます。 

出席を希望される方は、４月３０日(木)までにＦＡＸにて名古屋北法人会事務局へお申し

込み願います。なお、該当決算月以外の方のご出席も受け付けております。 

 

 

日 時  5 月 13 日(水) 13 時 30 分～15 時 

内 容  １ 決算・申告のポイント (１)決算調整、(２)申告調整 

２ 税制改正事項  

３ 電子帳簿保存制度 

４ インボイス制度 

５ 自主点検チェックシート※の活用法  ほか 
（※裏面に参考記事を掲載しています。） 

 

 講 師  名古屋北税務署 法人課税部門 審理担当官 

場 所  (公社) 名古屋北法人会 研修室 

名古屋市北区清水５丁目５番３号 名北フロントビル２階  

 
※ テキスト・資料は会場でお渡しします。 

※ 駐車場はありません、公共交通機関をご利用ください。 

 
 

 

5 月 13 日(水) 決算と申告説明会参加申込票 
この説明会は、「事業参加良好社」表彰の対象事業としてカウントします。 

 

 

 

 

 

 

  会 社 名                       

（公社）名古屋北法人会事務局行   915-3886 ・  FAX 915-3850 



 

 

※ 

 

 

『自主点検チェックシート』は、皆様が自主的に点検を行い、自らの企業の内部

統制や経理能力の水準を向上させて、企業の成長に役立てていただくというもの

です。 

このため、自主点検を行ったからといって、税務調査に直接的な影響はありません。 

しかしながら、企業の内部統制や経理能力の水準が向上し、適正な申告が行わ

れるようになれば、税務調査で指摘を受ける事項は、結果として減少することにつ

ながります。 

また、平成３０年に法人事業概況説明書が見直され、経理についての「社内監

査」の欄が新たに設けられました。自主点検チェックシートを活用していることを記

入することができますので、税務当局には内部統制の強化等に努めている企業と

して認識していただけるものと考えております。 

さらに、本チェックシートの利用によって、適正申告が期待される企業が増えてくれ

ば、結果的に、それら企業への調査頻度の減少等のメリットが出てくる可能性も法

人会としては期待するところです。 

法人会は、適正・公平な申告納税制度の維持・発展を目的に掲げる団体です。

本チェックシートを、皆様の企業がより成長するための一助にして活用いただければ

幸いです。 


